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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう 

 

【分 類】 【№】 【内 容】 

〈重  要〉 １ ◆台風１４号被災状況とコロナ「医療非常事態宣言」から 

  「医療緊急警報」へ(町長メッセージ㉓) 

〈募  集〉 ２ ◆三股町
みまたちょう

に住
す

んでいる外国人
がいこくじん

のみなさんへ 

  オンライン
お ん ら い ん

にほんご教室
きょうしつ

を開
かい

催
さい

します 

  ◆三股町多文化共生事業
みまたちょうたぶんかきょうせいじぎょう

 

  国際
こくさい

交流
こうりゅう

イベント
い べ ん と

「だれでもドッチビー
ど っ ち び ー

」を開催
かいさい

します 

 ３ ◆地域の外国人住民の日本語学習などのサポートをしませ 

  んか？ 

  日本語学習支援者養成講座（スキルアップ編㏌三股町） 

  を開催します 

〈お知らせ〉 ４ ◆宮崎県の最低賃金が時間額８５３円に改定されます 

  ◆心身障害者福祉手当の交付申請を受け付けます 

 ５ ◆高齢者運転免許証自主返納支援事業をご利用ください 

   

 

 

 

 

【分 類】 【№】 【内 容】 

〈保健と福祉〉 

（高齢者） 

６ ◆高齢者のインフルエンザ予防接種費用を助成します 

 

〈相  談〉 ７ ◆交通事故に関する弁護士無料相談を実施しています 

  ◆「こころの健康相談」を実施します 

 ８ ◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

  ◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

  

 

マイナポイント対象の 
マイナンバーカード作成申込期限は 
「１２月末」に延長されました 

 

その他の内容は、総務省の 

公式サイトからご確認ください。 
 

★お問い合わせ 町民保健課 戸籍住民係 ☎５２-９６３０ 

 



No.1 

 

◆台風１４号被災状況とコロナ「医療非常事態宣言」から「医療

緊急警報」へ(町長メッセージ㉓) 

 

台風 14 号の襲来により被災された町民の皆さまに心からお見舞いを申し上げます

とともに、本町で発生しました土砂災害においてお亡くなりになった方のご冥福をお

祈りいたします。 

 

台風 14 号は、17 日(土)から 19 日(月)にかけて特別警報級となる可能性が高いと

のことから、本町では、16 日(金)に災害対策本部を設置し、事前対策、職員体制、

避難所開設、消防団体制などについて協議しました。台風の進路状況や気象情報か

ら 17 日(土)午後 5 時、警戒レベル 3「高齢者等避難指示」を町内全域に発令し、8

カ所の避難所を開設するとともに、午後 8 時から消防団が警戒態勢にはいりました。

18 日(日)午前 7 時 30 分に土砂災害危険度の高い 3.4.5.6 地区に警戒レベル 4

「避難指示」を発令、午後 0 時 30 分累積雨量から 5 地区に警戒レベル 5「緊急安

全確保」、午後 3 時 30 分 3.4.6 地区に警戒レベル 5「緊急安全確保」と残りの

1.2.7.8.9 地区に警戒レベル 4「避難指示」を発令し 2 カ所の避難所を追加で開設

しました。 

 

避難所は、コロナ感染対策を講じながら運営するとともに、コロナ感染者避難所や

ペット避難所も設けました。要援護者には電話にて避難先を確認し、避難所 11 カ所

(自主避難所 1 カ所)に、開設 3 日間で 90 世帯 167 人が避難されました。そのよ

うな中、梶山小学校北側、県道 47 号線沿いの山の斜面で大規模な土砂崩れが発

生し、人が巻き込まれた可能性があるとの通報から県警、都城消防局、町消防団、

自衛隊の懸命な捜索の結果、男性が土砂の中から発見されました。現場は、イノシ

シを追跡するドッグラン敷地として造成し、小屋及び住宅を建てておられました。現

場は、緩やかな斜面ではありますが、山裾に建てられた住宅は土砂災害の危険性が

高く、豪雨時には早めの避難が特に重要であることをあらためて痛感させられまし

た。 

 

町内の被害状況は現在調査中で、全容解明にはしばらく時間を要しますが、主なも

のとしては、生活道の路肩決壊が数カ所、幹線用水路の土砂埋設が数カ所、その他 

 

公園、学校などの公共施設の倒木、枝折れが多数見られます。民間部門では、屋根

瓦や車庫、倉庫、壁などの一部損壊が 60 数カ所、農業部門では、稲の倒伏や畦畔

などの土手崩れが、山林については、林道や作業道の入り口や中間地点で崩壊箇

所があります。また、今回の台風では、最大で 1,680 戸が被害にあう停電が各地区

で発生し、復旧に 4 日を要したところもありました。被災された皆さんには、心からお

見舞い申し上げます。 

 

新型コロナ感染症に関して、県は第 7 波の新規感染者の減少が続いており、病床使

用率も 30%を下回る水準から 21 日(水)をもって県独自の「医療非常事態宣言」を

終了し、「医療緊急警報」へ移行することとしました。レベルを一段下げたとしても、ま

だまだ感染リスクはありますので、これまで同様、基本的な感染対策(マスク、手洗

い、3 密回避)は引き続き徹底をお願いするとともに、混雑した場所や感染リスクの

高い場所への外出・移動の自粛、会食は「みやざきモデル」で、高齢者施設・障害者

施設の対面での面会制限なども引き続きお願いします。ワクチン接種につきまして

は、4 回目の集団接種を完了し、個別接種を継続しています。そして、オミクロン株

対応ワクチン接種の個別接種を 10 月から、集団接種を 11 月から開始します。接種

対象者は、2 回以上の接種を完了した 12 歳以上のすべての住民です。なお、本町

は、30 代以下の接種率が県平均以下であり、感染状況も厳しいところです。若い人

でも重症化する場合や感染後も後遺症に悩む場合もあることから積極的なワクチン

接種をお願いします。 

 

「医療非常事態宣言」の終了は、安全宣言ではありません。引き続き、感染防止対策

を徹底し、再度の感染拡大を防ぎながら、社会経済活動との両立を目指しましょう。

本町では、10 月の文教三股フェスティバル、ボランティア祭り、11 月のふるさとまつ

り、1 月のみまたん霧島パノラマまらそんなど各種行事を開催の方向で準備を進め

ているところです。まだ、予断を許さない状況ですが、以前の日常を取り戻す方向で

各種行事・イベントに取り組みたいものです。皆さんの健康増進、活躍を祈念して町

長メッセージといたします。 

  

令和４年９月２６日   

町長  木佐貫 辰生 

重 要 
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◆三股町
み ま た ち ょ う

に住
す

んでいる外国人
が い こ く じ ん

のみなさんへ 

オンライン
お ん ら い ん

にほんご教室
きょうしつ

を開
かい

催
さい

します 

 

三股町
みまたちょ う

では 外国人
がいこくじん

のための オンライン
お ん ら い ん

にほんご教室
きょうしつ

を 開
かい

催
さい

します。 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

のための 会話
か い わ

を練習
れんしゅう

したり、 基本的
き ほ ん て き

な 漢字
か ん じ

・文章
ぶんしょう

を 読
よ

んで

理解
り か い

するための 教室
きょうしつ

です。 

 

◯教室
きょうしつ

のレベル
れ べ る

（初級
しょきゅう

・Ｎ4、N5レベル
れ べ る

） 

日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

したい人
ひと

のための初級
しょきゅう

クラス
く ら す

です。 

 

■参 加
さ ん か

できる人
ひと

 ＝ 三股町
みまたちょう

に 住
す

んでいる、はたらいている外国人
がいこくじん

 

■教 室
き ょ う し つ

の 日
ひ

 ＝ 10月
がつ

20日
にち

〜12月
がつ

1日
にち

 毎週
まいしゅう

木曜
も く よ う

 

12月
がつ

3日
にち

（日曜
にちよう

）テスト
て す と

練習
れんしゅう

  （ぜんぶで 8 かい） 

■教 室
き ょ う し つ

の 時 間
じ か ん

 ＝ 午後
ご ご

7時
じ

から 8時
じ

まで 

■必
ひ つ

要
よ う

な お 金
かね

 ＝ 無料
む り ょ う

 お金
かね

は要
い

りません 

■参加
さ ん か

できる人数
にんずう

 ＝ 10人
にん

 

■使
つ か

う も の ＝ ＺＯＯＭをつかいます（WIFI と スマホ
す ま ほ

 で OK！） 

※テキスト
て き す と

を貸
か

します。 

■申
も う

し込
こ

む方
ほ う

法
ほう

 ＝ QRコード
こ ー ど

を読
よ

み込
こ

んでください。 

 

※質問
しつもん

は、chikyujin.base@gmail.com にメール
め ー る

してください。 

教室
きょうしつ

実施先
じ っ し さ き

：地球人
ちきゅうじん

BASE(CHIKYUJIN BASE) 

 

 

★お問
と

い合
あ

わせは、 

町
ちょう

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 教育課
きょういくか

 生涯
しょうがい

学 習 係
がくしゅうかかり

（ 町
ちょう

中央
ちゅうおう

公民
こうみん

館内
かんない

） 

受付
うけつけ

時間
じ か ん

 ： 平日
へいじつ

の午前
ご ぜ ん

８時
じ

３０分
ふん

～午後
ご ご

５時
じ

 

☎： ５２－９３１１（直通
ちょくつう

）にお願
ねが

いします。 

◆三股町多文化共生事業
み ま た ち ょ う た ぶ ん か き ょ う せ い じ ぎ ょ う

 

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

イベント
い べ ん と

「だれでもドッチビー
ど っ ち び ー

」を開催
か い さ い

します 

 

三股町
みまたちょ う

では、日本
に ほ ん

、ベトナム
べ と な む

、インドネシア
い ん ど ね し あ

やミャンマー
み ゃ ん ま ー

など、 世界
せ か い

の いろいろな

国
く に

の人
ひと

と  ドッチビー
ど っ ち び ー

をするイベント
い べ ん と

を  開催
かいさい

します。言葉
こ と ば

が  分
わ

からなくても 

大丈夫
だいじょうぶ

です。国籍
こくせき

を問
と

わず 誰
だれ

でも 参加
さ ん か

申
もう

し込
こ

み できます。いろいろな国
く に

の人
ひと

と 

いっしょに 楽
たの

しく 汗
あせ

を 流
なが

しましょう。 

 

※ドッチビー
ど っ ち び ー

・・・布製
ぬのせい

のフリスビー
ふ り ず び ー

を使用
し よ う

したドッジボール
ど っ じ ぼ ー る

形式
けいしき

のゲーム
げ ー む

です。 

当
あ

たっても痛
いた

くない素材
そ ざ い

でできているので子
こ

どもも大人
お と な

も幅広
はばひろ

く楽
たの

しめます。 

 

■イ ベ ン ト
い べ ん と

の 日
ひ

 ＝ １０月
がつ

３０日
にち

（日
にち

） 

■イベント
い べ ん と

の時 間
じ か ん

 ＝ 午前
ご ぜ ん

９時
じ

３０分
ふん

から正午
し ょ う ご

まで 

■イベント
い べ ん と

の場 所
ば し ょ

 ＝ 三股町
みまたちょ う

武道
ぶ ど う

体育館
たいいくかん

 

■申
も う

し込
こ

む方 法
ほ う ほ う

 ＝ QRコード
こ ー ど

を 読
よ

み込
こ

んで ください。 

 

 

 

※質問
しつもん

は、chikyujin.base@gmail.com にメール
め ー る

してください。 

交流会
こうりゅうかい

実施先
じ っ し さ き

：地球人
ちきゅうじん

BASE(CHIKYUJIN BASE) 

 

※新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

(COVID-19)の病気
び ょ うき

になる人
ひと

がたくさんいるときは中止
ち ゅ う し

にな

ることがあります。 

 

★お問
と

い合
あ

わせは、 

町
ちょう

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 教育課
きょういくか

 生涯
しょうがい

学 習 係
がくしゅうかかり

（ 町
ちょう

中央
ちゅうおう

公民
こうみん

館内
かんない

） 

受付
うけつけ

時間
じ か ん

 ： 平日
へいじつ

の午前
ご ぜ ん

８時
じ

３０分
ふん

～午後
ご ご

５時
じ

 

☎：５２－９３１１（直通
ちょくつう

）にお願いします。 

募 集 募 集 

mailto:chikyujin.base@gmail.com
mailto:chikyujin.base@gmail.com


No.3 

 

◆地域の外国人住民の日本語学習などのサポートをしませんか？ 

日本語学習支援者養成講座（スキルアップ編㏌三股町）を開催

します 
 

令和2年12月末現在、宮崎県西地域には2,766名の外国人が暮らしています。

その背景や国籍はさまざまで、日本語のレベルや日本語を学ぶ目的も違います。 

多様な外国人住民と日本人住民が集う地域日本語教室は、日本語学習の場だ

けでなく、交流を通してお互いの文化を理解し、地域の暮らしで必要な情報を交

換する場、そして外国人住民の地域参画のきっかけとなり、一緒によりよい地域

づくりを目指す場でもあります。 

講座には、国際交流や多文化共生に関心がある人、日本語教育に関心がある

人など、誰でも参加できます。県西地域における在住外国人の多様な背景や日本

語学習支援について学び、これからさらにニーズが高まる日本語教室サポートに

挑戦してみませんか？ 

 

■日 時 ＝ 10月22日（土）～11月12日（土）  

午後１時３０分～４時３０分（全5回） 

 

■場 所 ＝ 町物産館よかもんやコミュニティー室、町中央公民館、町役場 

（※各日程で会場が異なります） 

 

■講座の内容（予定） ＝ 

 日程・会場 場 所 内 容 講 師 

第１回 

１０月２２日（土） 

午後１時３０分

～４時３０分 

町物産館 

よかもんや 

コミュニティー室 

「やってみた！ 

日本語 

学習支援」 

原田真理氏（MIES 宮崎国

際教育サービス：県地域日

本語教育コーディネーター

＆日本語教師） 

第２回 

１０月２９日（土） 

午後１時３０分 

～４時３０分 

町物産館 

よかもんや 

コミュニティー室 

「異文化理解と

異文化コミュニ

ケーション」 

梅村崇志氏（宮崎大学国

際コーディネーター＆日本

語教師） 

第３回 

１１月５日（土） 

午後１時３０分 

～４時３０分 

物産館 

よかもんや 

コミュニティー室 

「地域日本語 

教室にむけて」 

𠮷元愛美氏（MIES 宮崎国

際教育サービス：県地域日

本語教育コーディネーター

＆日本語教師） 

 

 

 

 

第４回 

１１月６日（日） 

午後１時３０分 

～４時３０分 

町中央公民館 

「実践～たいけん！ 

地域日本語 

教室～」 

荒井圭美氏（地球人

BASE 代表＆日本語

教師） 

第５回 

１１月１２日（土） 

午後１時３０分 

～４時３０分 

町役場 

４階第２会議室 
「振り返り」 

髙柳香代氏（多文化

Design コンパス代表） 

※第３回講師𠮷元氏も 

登壇します。 

 

※第４回目の講座は町で３年前にスタートした地域日本語教室「三股にほんご教室 

日ほんＧＯ」にて学習支援を体験していただきます。 

 

■受 講 料 ＝ 無料 

 

■受講対象者 ＝ 

・原則として全５回参加できる人・宮崎県在住の人 

・日本語学習支援者養成講座（基礎編）修了者、すでに日本語学習支援をしてい

る人、多文化共生や日本語学習支援に関心のある人など 

・受講後、宮崎県国際交流協会の日本語学習支援に協力してもらえる人 

 

■定 員 ＝ 15 名 

 

■申 込 方 法 ＝ １０月１４日（金）までに次からお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

（公財）宮崎県国際交流協会  

☎：0985－32－8457   

E-mail ： miyainfo@mif.or.jp 

にお願いします。 
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◆宮崎県の最低賃金が時間額８５３円に改定されます 

 

宮崎県の最低賃金が、１０月６日（木）から「時間額８５３円」に改定されます。 

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適

用されます。 

最低賃金の算定をするときは、次の賃金は算入しません。 

 

・臨時に支払われる賃金 

・1 カ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

・時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 

・精皆勤手当 

・通勤手当 

・家族手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

宮崎労働局労働基準部 賃金室  

☎：0985－38－8836 にお願いします。 

 

 

◆心身障害者福祉手当の交付申請を受け付けます 
 

「心身障害者福祉手当」は障害者の社会活動の促進、生活意欲の向上や福祉

の増進を図ることを目的に支給するものです。支給対象者や申請期限などの詳

細は次のとおりです。 

 

支 給 

対 象 者 

１０月１日現在、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けてい

る在宅の人で、次の①～⑤全てに当てはまる人 

① 老齢年金、障害年金、恩給など、公的年金を受給していない人 

② 児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児

福祉手当、三股町心身障害児童扶養手当の支給を受けていな

い人 

③ 町の住民となって６カ月を経過、かつ、在宅している人 

④ 障害基礎年金の受給資格を超える所得がない人 

⑤ 町税などの滞納がない人 

申請期限 

１０月３１日（月）まで  

※土曜・日曜、祝日を除く 

※午前９時～正午、午後１時～５時で受け付けています。 

※入院などの理由で申請ができない場合は、期限までにご相談く

ださい。 

申請場所 福祉課 社会福祉係（１階 ⑥番窓口） 

申請に 

必要なもの 

・印かん（認め印可、スタンプ式不可） 

・身体障害者手帳または療育手帳 

・本人名義の通帳 

・滞納のない証明書  

※本人のもの。 

ただし、１８歳未満の場合は、扶養義務者（親など）のもの。 

支 給 額 

身体障害者手帳１級～４級または療育手帳の

程度がＡの人 
１万円／年１回 

身体障害者手帳５級～６級または療育手帳

の程度がＢ１～B２の人 
８，０００円／年１回 

 

★お問い合わせは、 

福祉課 社会福祉係（１階 ⑥番窓口） 

☎：５２－９０６１（直通）にお願いします。 

お知ら せ 
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◆高齢者運転免許証自主返納支援事業をご利用ください 

 

■事 業 内 容 ＝ 

運転に不安のある高齢者で運転免許証を自主的に返納した人に、地域コミ

ュニティバスの回数券を交付し、高齢者の交通事故の減少と公共交通の利用

拡大を図るものです。 

 

■補助対象者 ＝ 

①自主返納の日に満７０歳以上の人 

②町税などを滞納していない人 

 

■支 援 内 容 ＝ 

地域コミュニティバス「くいまーる」の回数券１２回分のバス利用券を１０冊交

付します。（１２０回分） 

 

■申 請 方 法 ＝ 

運転免許証を自主返納した日の翌日から起算して１年以内に、「町高齢者運

転免許証自主返納支援申請書」に運転免許の取消通知書などを添付して、総

務課行政係に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

総務課 行政係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通）にお願いします。 

◆高齢者のインフルエンザ予防接種費用を助成します 
 

インフルエンザは、ワクチンを接種することで、ウイルスに感染しても重症化を予 

防することができます。ワクチン接種後、インフルエンザに対する抵抗力がつくまで 

２週間ほどかかり、効果が持続する期間は５カ月とされています。 

予防接種は体調の良いときに受けましょう。 

 

項 目 内 容 

接種対象者 

町内に住所登録があり、次のいずれかに該当する人 

※年齢と住所が確認できるものを持っていきましょう。 

①接種日に６５歳以上の人 

②６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の 

機能不全で、日常生活活動が制限される程度の障害があ 

る人、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活 

が不可能な程度の障害がある人。 

接 種 期 間 
１０月１日（土）～１２月３１日（土） 

※ただし、各医療機関の診療時間内です。 

接 種 回 数 実施期間内に１人１回 

接 種 場 所 

町や都城市の協力医療機関は次ページの表のとおりです。 

または、かかりつけの病院でご相談ください。 

※予約が必要な場合がありますのでご確認ください。 

接 種 料 金 

（個人負担額） 

助成は１人１回です。 

個人負担金は１，４００円です。 

(町が２，９００円負担します) 

※診察で、接種できないと診断された場合は、負担はありま

せん。 

◎接種費の助成 

生活保護世帯の人は、無料で接種できます。 

福祉課 社会福祉係で証明書をもらってください。 

 

◎医療機関には、 

健康手帳を持っていき、予防接種の記録を残しましょう。 

※接種したら、接種済証は必ず保管しておきましょう。 

 

★お問い合わせは、町健康管理センタ― ☎：５２－８４８１（直通）にお願いします。 

コミュニティバス「くいまーる」は、町内全域を走って

います。ぜひご利用ください♪ 

 

保健と福祉（高齢者） 
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※要予約　　　　　　　 No.１～１２：町内医療機関　No.１３～１０６：都城市内医療機関（それぞれに五十音順）

医　療　機　関　名 電　話 所　在　地 医　療　機　関　名 電　話 所　在　地 医　療　機　関　名 電　話 所　在　地

1 一心外科医院 52-7788 三股町樺山 36 ※ 小牧病院 24-1212 立野町 72 福島外科胃腸科医院 38-1633 都北町

2 岩下耳鼻咽喉科 51-1187 三股町樺山 37 坂元医院 22-0360 牟田町 73 藤元上町病院 23-4000 上町

3 ※ 江夏整形外科クリニック 51-1122 三股町宮村 38 佐々木医院 62-1103 高崎町 74 ※ 藤元総合病院 22-1717 早鈴町

4 坂田医院 51-2003 三股町蓼池 39 ※ 三州病院 22-0230 花繰町 75 ※ 藤元病院 25-1315 早鈴町

5 ※ 大悟病院 52-5800 三股町長田 40 しげひらクリニック 27-5555 神之山町 76 ベテスダクリニック 22-1700 年見町

6 ※ たけしたこども医院 51-0005 三股町樺山 41 志々目医院 57-2004 山之口町 77 ※ まつもと心臓血管外科クリニック 36-8926 東町

7 田中隆内科 52-0301 三股町宮村 42 ※ 庄内医院 37-0522 庄内町 78 ※ 松山医院 24-1046 上川東

8 ※ とまり内科外科胃腸科医院 52-1135 三股町稗田 43 ※ 城南病院 23-2844 大王町 79 ※ 政所医院 58-2171 高城町

9 長倉医院 52-2109 三股町樺山 44 ※ すみクリニック 内科・循環器内科・小児科 36-7701 東町 80 ※ マドコロ外科医院 22-0138 小松原町

10 畠中小児科医院 52-6000 三股町新馬場 45 隅病院 62-1100 高崎町 81 ※ 丸田病院 23-7060 八幡町

11 ※ ホームクリニックみまた
（かかりつけの方優先）

52-1348 三股町樺山 46 瀬ノ口醫院 25-5155 姫城町 82 ※ 三嶋内科 24-7171 鷹尾

12 みしま内科クリニック 51-8100 三股町樺山 47 瀬ノ口内科放射線科医院 25-7780 都原町 83 ※ 都城新生病院 22-0280 志比田町

13 あきと内科胃腸科 46-5500 都原町 48 ※ 園田光正内科医院 38-5115 太郎坊町 84 ※ 都城在宅医療クリニック 58-9808 南横市町

14 有川呼吸器内科医院 24-6677 上川東 49 ※ たかお浜田医院 22-8818 鷹尾 85 都城フォレスト･クリニック脳神経外科 80-4313 下川東

15 有馬医院 23-2610 上長飯 50 ※ たき心療内科クリニック 46-9191 若葉町 86 ※ 都城明生病院 38-1120 金田町

16 安藤胃腸科外科医院 39-2226 豊満町 51 田口循環器科・内科クリニック 24-0600 下川東 87 ※ 宮永病院 22-2015 松元町

17 池之上整形外科 23-2311 上川東 52 ※ 武田産婦人科医院 22-0336 蔵原町1 88 宗正病院 22-4380 八幡町

18 いづみ内科医院 22-7111 鷹尾 53 ※ 橘病院 23-7236 中町 89 村上循環器内科クリニック 25-2700 宮丸町

19 ※ いわよし耳鼻咽喉科クリニック 36-5555 千町 54 伊達クリニック 36-7088 牟田町 90 ※ メディカルシティ東部病院 22-2240 立野町

20 ※ 宇宿医院 25-9031 栄町 55 ※ どいクリニック 22-1825 上東町 91 ※ もちお蛯原医院 21-5355 蓑原町

21 鵜木循環器内科医院 26-0008 花繰町 56 都北ごとうクリニック 38-6060 都北町 92 ※ もりぞの耳鼻咽喉科 36-6036 甲斐元町

22 海老原内科 64-1211 山田町 57 冨田医院 23-4586 栄町 93 ※ もりやま脳神経外科 21-6888 久保原町

23 ＭＫクリニック 51-6777 早鈴町 58 ※ 永田病院 23-2863 五十町 94 森山内科・脳神経外科 21-5000 南鷹尾町

24 大岐医院 57-2025 山之口町 59 ※ ながはま整形外科 46-7188 都北町 95 柳田病院 22-4850 東町

25 ※ おおくぼクリニック 26-1500 千町 60 西浦病院 25-1119 広原町 96 柳田クリニック 22-4862 東町

26 大橋クリニック 37-0539 庄内町 61 ※ 西岳診療所 33-1510 高野町 97 ※ やの耳鼻咽喉科 27-5222 吉尾町

27 ※ 柏村内科 22-2616 上町 62 野口脳神経外科 47-1800 太郎坊町 98 ※ 山内小児科医院 22-0048 上町

28 仮屋医院 36-0521 上水流町 63 野辺医院 22-0153 上町 99 山路医院 64-3133 山田町

29 仮屋外科胃腸科医院 25-7712 志比田町 64 はしぐち小児科 24-5500 都原町 100 ゆうクリニック 46-6100 広原町

30 川畑医院 46-3225 年見町 65 ※ 花房泌尿器科医院 25-1177 北原町 101 ※ 横山病院（かかりつけの方のみ） 22-2806 都島町

31 北原医院 22-4133 北原町 66 ※ 浜田医院 22-1151 牟田町 102 ※ よしかわクリニック 23-9384 前田町

32 教山内科医院 62-1205 高崎町 67 ※ はまだクリニック 45-2266 祝吉 103 ※ 吉松病院 25-1500 蔵原町

33 共立医院 22-0213 蔵原町 68 早水公園クリニック 36-6117 早水町4 104 吉見クリニック 58-5633 高城町

34 久保原田中医院 22-7700 久保原町 69 ※ 速見泌尿器科医院 24-8344 妻ヶ丘町 105 吉見病院 58-2335 高城町

35 ※ 児玉小児科 25-5570 花繰町 70 原田医院 26-3330 郡元町 106 ※ ライフクリニック 39-2525 安久町

71 ふくしまクリニック 46-5001 下川東

《 令和４年度インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表 》 【 期間：10月1日(土)から12月31日(土)まで 】
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◆交通事故に関する弁護士無料相談を実施しています 

 

県では、交通事故相談所を設置しています。この相談所では、専門の相談員が

面談または電話で、交通事故で生じた損害賠償請求や示談交渉といったさまざま

な問題の相談に無料で応じています。 

交通事故に遭ったり、交通事故を起こして困っている人は、宮崎県交通事故相

談所までご相談ください。 

また、毎月第２木曜日の午後１時３０分～３時まで、弁護士無料相談を実施して

います。 

弁護士無料相談は、１枠３０分で毎月３枠の相談を受け付けており、事前予約

制となっています。 

 

■主な相談内容 

・自賠責保険や任意保険の請求手続 

・損害賠償の請求方法 

・過失割合の決め方 

・示談の進め方   

など 

 

詳しくは県公式サイトをご覧ください。 

 

 

 

 

 

★お問い合わせ・ご予約は、 

宮崎県交通事故相談所  

☎：０９８５－２６－７０３９ にお願いします。 

 

◆「こころの健康相談」を実施します 

 

都城保健所では、地域の皆さんが精神科医師へ気軽に相談できる機会の提供

として、「こころの相談事業」を実施します。「精神科の病気かもしれないけど、病

院に行くのは抵抗がある」「専門の先生に相談してみたい」など、気になることがあ

りましたら、保健所にご相談ください。 

 

日 程 １０月２０日 (木) 

時 間 午後１時３０分～３時３０分 

場 所 都城保健所 （都城市上川東３－１４－３） 

対 象 

保健師が事前に相談を受け、医師の相談が必要だと判断さ

れた人。 

家族や関係者からの相談も受け付けます。 

相談内容 

(１)ひきこもり、不眠、抑うつ、過食・拒食、リストカットなど 

(２)精神科の病気、心の健康に関する問題など精神保健一般

に関すること 

(３)アルコール依存、薬物問題やその他の依存に関すること 

相談体制 

予約制  

※１日の相談は３人まで 

※事前に保健所保健師（疾病対策担当）までご相談ください 

料 金 無料 

 

 

 

★お申し込み・お問い合わせは、 

都城保健所 健康づくり課 ☎：２３－４５０４ 

にお願いします。 

 

相 談 

宮崎県交通事故相談所 
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◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯：０９０－１９２６－８７８３  

にお願いします。 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

町社会福祉協議会では、生活上のあらゆる問題について、相談を受け付けて

います。 

また、電話での相談も行いますので、気軽にご相談ください。 

 

 

■相 談 日 ＝ 

毎週月曜・水曜・金曜  

※祭日は除く 

 

■時 間 ＝ 

午前９時～午後５時  

 

■場 所 ＝ 

町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、  

町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

期  日 １０月１５日（土）  毎月第３土曜日   

時  間 
開  院 ： 午後１時～３時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町立図書館 多目的ルーム 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します  

（一部、材料費などが掛かることがあります）。 

ただし、破損がひどい物や欠品がある物は、修理できない 

場合があります。 

現物を見て判断しますので、ご了承ください。 

 

・コンセントにつないで作動させる電化製品・コンピューター 

製品、人を傷つける恐れがある物や水に浮く物（浮輪・ボート 

など）は修理対象外です。 

使わなくなったおもちゃをご提供ください。 

 

「おもちゃ病院」では、壊れたおもちゃを無償で修理して

いますが、修理に使う部品を購入しなければならないこ

ともあります。 

使わなくなったおもちゃ、壊れたおもちゃからも、部品

を取ることができますので、おもちゃを修理するため

に、ご協力をお願いします♪ 


